


2 
 

4.2. ポリシー提案の棄却 

 

提出されたポリシー提案は、以下のような場合に棄却となります。 

1. オンサイトフォーラムの場で、参加者のコンセンサスが得られなかった場

合。 

 

 

 

 

2. オンサイトフォーラムでは参加者のコンセンサスを得たが、オンラインフ

ォーラムでの最終コメント期間中、最終的なコンセンサスの確認が取れな

いとオンサイトフォーラムの進行を務めた JPOPF-ST のチェアまたは共同

チェアが判断した場合。 

3. 最終的なコンセンサスが確認されたが、その内容が妥当でないとJPOPF-ST

によって判断された場合。 

4. JPOPF-STからの実装勧告に対し、JPNICが実務的な面、財務上の問題、APNIC

とのポリシーとの整合性等の観点から実装することができないと判断し

た場合。 

5. ポリシー提案の実装が JPNIC だけで決定できず、APNICに提案する必要が

あり、その提案が APNICオープンポリシーミーティングにおいて棄却され

た場合。 

提出されたポリシー提案が棄却された場合、上記(2)、(3)においては

JPOPF-ST、(4)、(5)においては JPNIC が、オンサイトフォーラムまたはオン

ラインフォーラム、もしくはその両方で、棄却となった理由について報告す

るものとします。 

4.2. ポリシー提案の棄却 

 

提出されたポリシー提案は、以下のような場合に棄却となります。 

1. 一次コンセンサスが得られず、オンサイトフォーラムの進行を務めた

JPOPF-ST のチェアまたは共同チェアにより議論を継続するべきと判断さ

れなかった場合。 

2.オンラインフォーラムでの継続議論となった提案のうち、その翌々回のオ

ンサイトフォーラムまでにオンラインフォーラムにおいて議論がなされ

なかった場合。 

3. 一次コンセンサスを得たが、オンラインフォーラムでの最終コメント期間

中、最終的なコンセンサスの確認が取れないとオンサイトフォーラムの進

行を務めた JPOPF-STのチェアまたは共同チェアが判断した場合。 

 

4. 最終的なコンセンサスが確認されたが、その内容が妥当でないとJPOPF-ST

によって判断された場合。 

5. JPOPF-STからの実装勧告に対し、JPNICが実務的な面、財務上の問題、APNIC

とのポリシーとの整合性等の観点から実装することができないと判断し

た場合。 

6. ポリシー提案の実装が JPNIC だけで決定できず、APNICに提案する必要が

あり、その提案が APNICオープンポリシーミーティングにおいて棄却され

た場合。 

提出されたポリシー提案が棄却された場合、上記1から4においてはJPOPF-ST

が、5、6においては JPNICが、オンサイトフォーラムまたはオンラインフォ

ーラム、もしくはその両方で、棄却となった理由について報告するものとし

ます。 

 


